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第１章 原子力発電を取り巻く状況

平成２３（2011）年３月１１日、東北地方太平洋沖を震源とするマグニチュード９．０の

巨大地震が発生し、東京電力（株）福島第一原子力発電所では、大量の放射性物質

を放出するといった深刻な事故が発生しました。

静岡県内においても、健康への影響を心配するレベルではないものの、事故後一

時的に空間放射線の値が上昇したり、私たちの生活に身近な農作物等から放射性物

質が検出されるなど、福島第一原子力発電所事故の影響が見られました。

このため、これまで関係者や発電所隣接地域の住民の間での関心事であった放射

線・放射能の知識や原子力発電の課題は、県民全体の関心事となり、原子力発電を

取り巻く状況は大きく変わりました。

平成２３（2011）年５月、中部電力（株）は、国からの要請に基づき浜岡原子力発電

所全号機の運転を停止し、令和７（2025）年１２月現在も停止中です。

また、平成２４（2012）年８月、本県では、１６万人を超える県民からの署名が集めら

れた「中部電力浜岡原子力発電所の再稼働の是非を問う県民投票条例」制定の請求

を受け、静岡県議会へ条例案が提出されました。条例案は否決されたものの、原子力

発電の再稼働に対する意思表示を直接行いたいとする県民の思いの表れでした。

また、国の動きとしては、平成２５（2013）年７月、原子力規制委員会により、事故の

検証結果を踏まえた原子力発電施設の新たな規制基準が施行されました。原子力防

災対策については、平成２４（2012）年１０月のＵＰＺ等の設定を始めとして、平成２５

（2013）年及び平成２７（2015）年には、緊急時モニタリングの実施体制や運用方法等

を定める等、指針の見直しが進められています。

本県に立地している浜岡原子力発電所においては、中部電力（株）は、平成２６

（2014）年２月１４日に４号機について、平成２７（2015）年６月１６日に３号機について、

新規制基準への適合性確認審査のための申請を原子力規制委員会に対して行いま
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した。

しかし、中部電力（株）は、令和８（2026）年１月５日に浜岡原子力発電所の新規制

基準適合性審査における基準地震動策定に係る不適切事案が発覚したことを公表し

ました。これを受け、経済産業省は、同日、電気事業法第１０６条第３項の規定に基づ

き、本事案の事実関係及び経緯について徹底的な調査を行った上で報告すること、

及び本事案の発生原因を特定・整理をした上で実効的な再発防止策をとりまとめ、あ

わせて他の類似事案の有無等について報告するよう求めました。また、原子力規制委

員会は、令和８（2026）年１月１４日に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律第 67 条第１項の規定に基づく報告徴収命令を中部電力（株）に発出し本

事案の詳細な事実関係等を把握するとともに、今後、中部電力（株）に対し原子力規

制検査を実施し、その結果を踏まえ規制上の措置等を決定することにしています。
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第２章 浜岡原子力発電所の概要

1 発電所の概要

中部電力（株）浜岡原子力発電所は、遠州灘に面した御前崎市（旧：小笠郡浜岡

町）佐倉に立地しています。

１号機及び２号機については、平成２１（2009）年１月３０日をもって運転を終了し、

原子炉等規制法に基づく廃止措置が進められています（ｐ．７７～８０参照）。

３号機から５号機については、令和７（2025）年１２月３１日現在、定期検査及び地

震・津波・重大事故対策等実施中のため、運転を停止しています（ｐ．８０～８２参照）。

■ 発電所の敷地および配置

引用：中部電力（株）ホームページ
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■中部電力（株）浜岡原子力発電所施設内容 （令和７（2025）年１２月３１日現在）

*1： “BWR”は、“Boiling Water Reactor”の略

*2： “ABWR”は、”Advanced Boiling Water Reactor”の略

*3： 平成１９（2007）年３月から、平成２３（2011）年２月までの間、認可電気出力を１３８万

kWから１２６．７万 kW に変更

*4： 平成２３（2011）年５月６日、国が全号機停止を要請。

項目
仕様

１号機 ２号機 ３号機 ４号機 ５号機

原子炉型式 沸騰水型軽水炉(BWR*1)

改良型沸騰

水型軽水炉

(ABWR*2)

熱出力 159.3 万 kW 243.6 万 kW 329.3 万 kW 329.3 万 kW 392.6 万 kW

電気出力 54万 kW 84 万 kW 110 万 kW 113.7 万 kW 138 万 kW*３

燃料集合体

総数（ウラン

量）

368 体

(約 69t)

560 体

(約 105t)

764 体

(約 134t)

764 体

(約 134t)

872 体

(約 151t)

海水取水量 約 30m3／秒 約 50m3／秒 約 80m3／秒 約 80m3／秒 約 95m3／秒

主

な

経

緯

電調審計

画決定
1969 年 5 月 23 日 1972 年 2 月 25 日 1978 年 10 月 31 日 1986 年 10 月 27 日 1997 年 3 月 27 日

国の原子炉

設置許可
1970 年 12 月 10 日 1973 年 6 月 9 日 1981 年 11 月 16 日 1988 年 8 月 10 日 1998 年 12 月 25 日

建設着工 1971 年 3 月１日 1974 年 3 月 5 日 1982 年 11 月 18 日 1989 年 2 月 22 日 1999 年 3 月 19 日

営業運転

開始
1976 年 3 月 17 日 1978 年 11 月 29 日 1987 年 8 月 28 日 1993 年 9 月 3 日 2005 年 1 月 18 日

運転終了 2009 年 1 月 30 日 2009 年 1 月 30 日 - - -

現 況 廃止措置中
安全性向上対策

実施中

2011 年

5月13日停止
*4

安全性向上対策

実施中

2011 年

5月14日停止
*4

安全性向上対策

実施中
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2 発電所のあゆみ
昭和４２（1967）年８月に中部電力（株）が小笠郡浜岡町（現：御前崎市）を原子力発電

所の候補地として決定してから、浜岡原子力発電所のあゆみが始まりました。

昭和 42. 8.25

9.28

44. 5.23

45.12.10

46. 3. 1

3.19

47. 1.11

2.25

48. 6. 9

49. 3. 5

51. 3.17

52. 6. 8

53.10.31

11.29

56. 3.19

9.18

11.16

57.11.18

60. 3.22

61. 8. 5

10.27

62. 8.28

63. 1.26

8.10

平成元. 2.22

5. 9. 3

12.13

8.12.18

9. 3.27

6. 4

10.12.25

11. 3.19

17.1.18

20.12.22

21. 1.30

11.18

23. 5. 6

5.14

26. 2.14

26. 7.31

27. 6.16

28. 7. 8

中部電力(株)は浜岡町を原子力発電所の候補地として決定

浜岡町「条件付き受入れ」を表明

1 号機電源開発調整審議会（電調審）承認（第 50 回）

1 号機原子炉設置許可

1号機着工

県、地元３町及び中部電力(株)は「安全確認等に関する協定」を締結

２号機増設申し入れ

２号機電調審承認（第 58 回）

２号機原子炉設置許可

２号機着工

１号機営業運転開始

３号機増設申し入れ

３号機電調審承認（第 76 回）

２号機営業運転開始

３号機第２次公開ヒアリング開催

県、地元５町及び中部電力(株)は「原子力発電所の安全確保等に関する協定書」を締結

３号機原子炉設置許可

３号機着工

４号機増設申し入れ

４号機第１次公開ヒアリング開催

４号機電調審承認（第 104 回）

３号機営業運転開始

４号機第２次公開ヒアリング開催

４号機原子炉設置許可

４号機着工

４号機営業運転開始

５号機増設申し入れ

５号機第１次公開ヒアリング開催

５号機電調審承認（第 134 回）

５号機第２次公開ヒアリング開催

５号機原子炉設置許可

５号機着工

５号機営業運転開始

リプレース及び使用済燃料乾式貯蔵施設建設の計画を公表

１号機及び２号機運転終了

１号機及び２号機廃止措置計画認可

経済産業大臣より、浜岡原子力発電所運転停止要請

全号機停止

４号機原子力規制委員会に対し新規制基準への適合性確認審査申請

使用済燃料乾式貯蔵施設の建設計画の変更を公表

３号機原子力規制委員会に対し新規制基準への適合性確認審査申請

県、周辺５市２町と「原子力発電所の周辺市町の安全確保等に関する協定書」を締結
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第３章 国の原子力行政

1 国の原子力行政の概要

わが国の原子力については、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律」（以下「原子炉等規制法」という。）、「電気事業法」等に基づき、国が一元的

に規制・監督しています。

昭和３０（1955）年１２月に、原子力基本法及び原子力委員会設置法が公布され、

我が国の原子力行政が始まりました。

平成１３（2001）年１月以降、原子力「利用」の推進を担う経済産業省の下に、原子

力の安全「規制」を担う原子力安全・保安院が設置されていました。そうした「利用の推

進」と「安全規制」を同じ組織の下で行うことによる問題を解消するため、平成２４

（2012）年９月１９日、経済産業省から安全規制部門を分離し、環境省の外局組織とし

て原子力規制委員会が設置されました。原子力規制委員会は独立性の高い、いわゆ

る３条委員会※です。

※ いわゆる３条委員会（国家行政組織法第３条第２項に規定される委員会）とは、上級機関からの

指揮監督を受けず、独立して権限を行使することが保障されている合議制の機関です。

これまで各関係行政機関が担っていた原子力の規制の事務、核物質を守るための

事務（核セキュリティ）が、原子力規制委員会に一元化されるとともに、原子力安全委

員会（内閣府）が廃止され、原子力規制委員会に統合されました。平成２５（2013）年４

月１日からは、文部科学省が担っていた核不拡散の保障措置、放射線モニタリング、

放射性同位元素の使用等の規制についても移管され、「規制」に関連する機能は、原

子力規制委員会が一元的に担うことになりました。
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内閣府

【平成２４(2012)年９月までの規制体制】

文部科学省経済産業省内閣府

・試験研究炉等の安全規制

・保障措置＊

・放射線のモニタリング＊、

ＳＰＥＥＤＩ（緊急時

迅速放射能影響予測ネ

ットワークシステム）の

運用

・放射性同位元素の使用等

の規制＊

＊H25.4.1 より移管

資源

エネルギー庁

原子力安全委員会 原子力

安全・保安院
原子炉の安全

審査のダブル

チェック等

発電用原子炉の

安全規制等

規制ダブルチェックで規制

研究機関・大学等電力会社等

【新しい規制体制】

原子力

規制委員会 環境省

核物質等を

守るための

対策の総合調整
資源

エネルギー庁

規制

電力会社・研究機関・大学等

経済産業省

委員長＋委員４名

（国会同意人事）

原子力規制庁

（事務局）

経済産業省

資源

エネルギー庁

規制

電力会社・研究機関・大学等

核物質等を

守るための

対策の総合調整

原子力委員会

原子力委員会
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2 電源三法交付金制度

発電所が設置される場合、その建設に伴い、労働者の雇用確保や建設資材の運

搬に必要な道路整備など、一時的に立地地域へ経済的効果や開発効果がもたらされ

ますが、完成後の雇用確保や地場産業の発展などの波及効果は多くありませんでし

た。そこで、国は、電力会社等の一般送配電事業者から徴収した税金を発電所周辺

地域の住民の福祉向上や経済振興などに役立てるために、昭和４９（1974）年に以下

の表に示す電源三法を制定しました。

■電源三法の概要

その後、平成１６（2004）年２月に電源三法の一部を改正する法律が施行され、二酸

化炭素削減につながる発電所が立地する地域への重点的配分、支援範囲の拡充、

支援対象事業の拡大など地域の実情に即するように、新たな交付金制度（電源立地

法 律 内 容

電源開発促進税法

（昭和 49 年法律第 79 号）

電源立地地域対策交付金などの財源に充てるた

めに、電力会社から電源開発促進税（目的税）を徴

収しています。この税金は、一般送配電事業者に

対して、販売電力量 1,000kWh につき 375 円（平成

19（2007）年 4 月 1 日から）という税率で課税されま

す。

電源開発促進対策特別会計法

（昭和 49 年法律第 80 号）

（平成 19 年 3 月 31 日をもって廃止）

特別会計に関する法律

（平成 19 年法律第 23 号）

電源開発促進税による収入を、特別会計を通じ

て、地域の福祉、産業育成のための電源立地地域

対策交付金のほか、原子力発電所の安全対策に

関する交付金、原子力防災対策に関する交付金な

どにも使うことができるようになっています。なお、

平成 19（2007）年度から、エネルギー対策特別会計

の創設に伴い、一般会計から必要額を特別会計に

組み入れる仕組みに変更されました。

発電用施設周辺地域整備法

（昭和 49 年法律第 78 号）

発電所建設を円滑に進めるための対策として、発

電所設置市町村及びその隣接市町村に対して、交

付金を交付し、公共用施設整備を促進することにつ

いて定めています。
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地域対策交付金）が創設されました。新たに設けられた電源立地地域対策交付金で

は、「地域活性化事業（地場産業支援事業、地域資源利用魅力向上事業、福祉サー

ビス提供事業、環境維持・保全・向上事業、生活利便性向上事業、人材育成事業）」

が追加され、従来の施設整備やその維持運営に加えて、地域振興、住民福祉などに

ついても支援ができるようになりました。

（１）電源立地地域対策交付金

立地地域の公共用施設整備、産業育成、福祉対策などに関する複数の交付金を

統合し、立地地域の実情に柔軟な対応ができるように創設された交付金です。具体的

な構成は以下のとおりです。

① 電源立地等初期対策交付金相当部分

② 電源立地促進対策交付金相当部分（本県では平成２０（2008）年度交付終了）

③ 原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分（立地地域の家庭及び事業所へ

の電気消費に対する給付を行う）

④ 原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分（交付対象は立地

市町村のみ、交付期間は運転開始の翌年度から運転終了まで）

⑤ 電力移出県等交付金相当部分（本県では交付実績無し）

⑥ 水力発電施設周辺地域交付金相当部分

⑦ 核燃料サイクル施設交付金相当部分（建設段階）（本県では交付実績無し）

⑧ 核燃料サイクル施設交付金相当部分（運転段階）（本県では交付実績無し）

（２）広報・調査等交付金

原子力発電所等の立地に関係する道府県及び市町村が「原子力に関する知識の

普及」、「原子力発電施設が周辺の地域の住民の生活に及ぼす影響に関する調査」
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等を実施するための交付金です。パンフレットの発行、住民見学会の実施等の費用

に充てられます。

この交付金は、関係道府県が原子力発電所から放出される温排水による環境影響

調査を実施するための費用にも充てられます。ただし、この調査に対する交付期間は

運転開始の年度も含めて１０年間です。（浜岡原子力発電所に係る温排水影響調査

費用については、平成２５（2013）年度をもって、交付期間が終了しました。）

（３）放射線監視等交付金

原子力発電所の立地に関係する道府県が原子力発電所周辺地域の環境放射線

等を監視するための交付金です。監視設備の整備・運用、発電所周辺空間線量や環

境試料中の放射能調査の費用に充てられます。

（４）原子力発電施設等緊急時安全対策交付金

原子力発電所、核燃料製造施設、再処理施設などに対する関係道府県、消防、警

察、地元市町村などの緊急時原子力防災活動に必要な設備や資機材の整備、原子

力防災関係者の訓練・研修等に充てられる交付金です。

（５）原子力災害対策事業費補助金

原子力発電施設の周囲概ね１０ｋｍの区域内に所在する、病院や介護施設等の屋

内退避施設に対する放射線防護対策の強化に充てられる補助金です。

この電源三法のほか、原子力発電施設等の立地地域の振興のため、議員立法によ

る「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」が平成１２（2000）年１２

月に成立し、平成１３（2001）年４月から施行されました。国は、立地地域振興計画に
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対し、地域の防災に配慮しつつ、補助率のかさ上げなどの支援策を実施します。なお、

同法は令和２（2020）年度末の期限でしたが、令和３（2021）年１月の通常国会にて、

期限を１０年間延ばす改正法案が成立しました。
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出典：一般財団法人日本原子力文化財団 「原子力・エネルギー」図面集 から


